
スマートインターチェンジ整備事業 

制度実施要綱 

 

 

 

第１ 背景・目的 

 

 我が国の高速道路（高速道路株式会社法(平成１６年法律第９９号)第２条第

２項に規定する高速道路をいう。以下同じ。）における平均インターチェンジ

（ＩＣ）間隔は、欧米諸国の平地部の無料の高速道路に比べ約２倍と長く、ま

た、高速道路が通過するにもかかわらずＩＣが設置されていないため、通過す

るのみとなっている市町村も存在する。 

 今般、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法」（平成１６年法

律第１００号。以下「機構法」という。）第１２条第６項の規定に基づき、会

社（高速道路株式会社法第１条に規定する会社をいう。以下同じ。）に対し、

スマートＩＣ整備事業に要する費用に充てる資金の一部を独立行政法人日本高

速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）が無利子で貸し付けるた

めに要する経費について、機構法第２５条第１項に基づいて国が補助すること

としたものである。 

 

 

第２ 定義 

 

（１）スマートＩＣとは、高速自動車国道法（昭和３２年法律第７９号）第１

１条の２第１項の規定又は道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４８条

の５第１項の規定に基づき連結許可を受けた道路法上の道路で、道路整備

特別措置法施行規則（昭和３１年建設省令第１８号）第１３条第２項第３

号のＥＴＣ専用施設が設置され、専ら同号イに規定するＥＴＣ通行車の通

行の用に供することを目的とするＩＣである。 

（２）ＳＡ・ＰＡ接続型とは、スマートＩＣのうち、高速道路側の接続箇所が、

ＳＡ又はＰＡであるものをいう。 

（３）本線直結型とは、スマートＩＣのうち、高速道路側の接続箇所が、本線

車道又は本線上に設置されたＢＳであるものをいう。 

 

 

 

 

486


486

資料１



第３ スマートＩＣの要件 

 

（１）スマートＩＣにおいて高速道路に連結する施設は、道路法上の道路であ

ること。 

（２）スマートＩＣの設置により、既設ＩＣや周辺道路の安全かつ円滑な交通

の確保、ＩＣアクセス時間の改善、災害のおそれのある一般道路の区間の

代替、地域活性化施策の支援など、十分な社会便益が得られること。 

（３）スマートＩＣの設置に関し、高速道路への連結を予定している道路の道

路管理者(以下「連結道路管理者」という。)において広報活動等の実施に

より、地域住民に対する説明責任が果たされているものであること。 

（４）会社及び連結道路管理者は、安全かつ円滑な交通を確保しつつ、体制・

運営の効率化等によるコスト縮減や利用者増に努めることとし、原則とし

て、スマートＩＣとその前後の既設ＩＣにおける出入交通量の合計が、整

備前の前後の既設ＩＣにおける出入交通量の合計を上回る見通しである

ことを確認すること。 

（５）スマートＩＣ整備により、機構の債務償還計画全体に支障を与えないこ

と。 

（６）スマートＩＣの構造や管理・運営については、地区協議会(第５の２を参

照)において調整されたものであること。 

（７）上記要件は、スマートＩＣを改築する際にも準用する。 

 

 

第４ 事業区分 

 

１．ＩＣ 

（１）高速道路の区域（料金徴収施設は高速道路の区域に含むものとする。）

から既設の一般道路までの間に存する道路本体及び道路附属物等は、原則

として、連結道路管理者が整備及び管理する。 

（２）高速道路の区域内の道路本体及び道路附属物等の整備及び管理は、原則

として会社が行うものとし、料金徴収施設を除き整備後に資産及び債務を

機構に引き渡すものとする。 

（３）なお、高速道路の区域内の事業区分について、上記によりがたい場合は、

連結道路管理者及び会社が協議の上定めるものとする。 

 

２．料金徴収施設 

（１）料金徴収施設は、会社が整備及び管理・運営する。 

 



第５ 事業の手続き 

 

１．スマートＩＣの広域的検討 

 個々のスマートＩＣの設置検討に際して必要となる基礎的な情報・データを

分析・整理・共有するため、国（地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務

局。以下「地方整備局等」という。）、都道府県及び会社が連携し、スマート

ＩＣの整備と土地利用、産業政策、交通動態、他の地域計画との関係について、

広域的な検討を行うものとする。 

 

２．地区協議会の設置 

（１）スマートＩＣの設置に当たっては、設置を予定しているＩＣ毎に、連結

道路管理者、地方整備局等、関係する地方公共団体、会社、その他の関係

機関、学識経験者等により構成される地区協議会を設置する。 

（２）地区協議会で検討・調整する主な事項は以下のとおりである。 

      ①スマートＩＣの社会便益（スマートＩＣの費用と比較し、十分な社会

便益を確認すること） 

   ②スマートＩＣ及び周辺道路の安全性 

   ③スマートＩＣの設置に伴う高速道路の利用交通量の変化 

   ④スマートＩＣの構造及び整備方法 

   ⑤スマートＩＣの管理・運営方法 

   ⑥スマートＩＣの利用促進方策 

   ⑦広域的検討結果の反映 

   ⑧その他スマートＩＣを設置・管理・運営する上で必要な事項 

（３）地区協議会に参加した機関等は、スマートＩＣの安全かつ円滑な設置及

び管理・運営に協力しなければならない。 

（４）連結道路管理者は、（２）の検討・調整に際し、地域住民に対する広報

や意見聴取を行うこと等により、検討段階における透明性、客観性等の向

上を図るものとする。 

（５）地区協議会は、スマートＩＣの供用後も継続して、その社会便益・安全

性・利用交通量・管理・運営形態・利用促進方策等について、定期的にフ

ォローアップし、必要に応じ見直すものとする。フォローアップは、供用

後１年経過後速やかに１回実施し、以後必要に応じて実施するものとす

る。なお、従来の制度によるスマートＩＣについても同様とする。 

（６）地方整備局等は、地区協議会における検討・調整の円滑な実施に努める

ものとする。 
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３．実施計画書 

 連結道路管理者は、地区協議会における２(２）に掲げる事項に関する検討・

調整の結果を踏まえ、「スマートＩＣ実施計画書」を策定（内容の変更も含む。

以下同じ。）するものとする。 

 「スマートＩＣ実施計画書」の策定にあたっては、スマートＩＣの連結道路

が存する都道府県公安委員会その他地区協議会が必要と認める者と事前に協議

するものとする。 

 連結道路管理者は、「スマートＩＣ実施計画書」が策定された後、これを国、

機構、会社に提出するものとする。 

 

４．連結許可申請 

 連結道路管理者は、「スマートＩＣ実施計画書」の策定後、「連結許可申請

書」（高速自動車国道法施行規則（昭和４６年建設省令第１９号）第２条又は

道路法施行規則（昭和２７年建設省令第２５号）第４条の１３の２に基づく必

要書類）を提出し、連結許可を受けなければならない。 

 連結許可申請にあたっては、協議会で策定された「スマートＩＣ実施計画書」

を添付して提出しなければならない。 

 

５．スマートＩＣ整備事業制度に関する窓口 

 スマートＩＣ整備事業制度に関する窓口は、各地方整備局等とする。 

 

 

附則 

 

この要綱は、令和元年９月３０日から適用する。 
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上里スマートＩＣ地区協議会規約 
 
（名称) 
第 1 条  本会は、上里スマートＩＣ地区協議会（以下「協議会」という。）と

称する。 
 
（目的) 
第２条  協議会は、上里スマートＩＣ（以下「スマートＩＣ」という。）の設

置、管理、運営等について、必要な検討、調整等を行うことを目的とする。 
 
（協議会の事業) 
第３条  協議会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。 
（１）スマートＩＣの設置に係る次に掲げる検討、調整等 

   ア スマートＩＣの社会便益に関すること。 
   イ スマートＩＣ及び周辺地区の交通安全に関すること。 
   ウ スマートＩＣの採算性に関すること。スマートＩＣの設置に伴う高

速道路の利用交通量の変化に関すること。 
   エ スマートＩＣの構造及び整備方法に関すること。 
   オ スマートＩＣの管理、運営等に関すること。 
   カ スマートＩＣの利用促進方策に関すること。 
   カキ 広域的検討結果の反映に関すること。 
   キク その他スマートＩＣの設置、管理及び運営に必要な事項に関する

こと。 
 （２）スマートＩＣの安全かつ円滑な設置及び管理運営の協力 
（３）スマートＩＣの運用開始後の社会便益、安全性、採算性、利用交通量、

管理、運営形態、利用促進方策等についての定期的な評価及び必要に応

じた見直し 
（４）その他目的達成に必要な事業 

 
（組織) 
第４条  協議会は、別表に掲げる委員により構成する。 
 
（会長及び職務代理) 
第５条  協議会に会長を置く。 
２ 会長は、上里町長をもって充てる。 
３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
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４ 会長が出席できない時は、会長が指名したものがその職務を代理する。 
 
 
（任期) 
第６条  委員の任期は、協議会が存続する期間とする。 
２ 異動等に伴う委員の変更は、特別な理由がある場合を除き、前任者から引

き継ぐものとする。 
 
（事務局) 
第７条  協議会の事務局は、上里町総合政策課に置く。 
 
（会議） 
第８条  協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。 
２ 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その代理者

を出席させることができる。 
３ 会長が必要と認める場合は、委員の同意を得て、委員以外の出席を求め、

意見を聞くことができる。 
４ 会議は原則非公開とし、協議会の承認を得て会議資料及び会議録を公表す

る。  
 
（経費) 
第９条  協議会の運営に要する費用は、上里町の負担とする。 
 
（その他) 
第１０条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。ただし、軽微な内容のものは、会長が定めることができる。 
 
 附 則 

 この規約は、平成２３年２月７日から施行する。 
  附 則 
 この規約は、平成２７年１０月２０日から施行する。 
 附 則 

 この規約は、令和３年１月１８日から施行する。 
 



役　職 団　体　名 職　　名 備　　考

会　長 上里町 上里町長

関東地方整備局道路部　道路計画第二課長

関東地方整備局　大宮国道事務所長

県土整備部　県土整備政策課　政策幹

県土整備部　本庄県土整備事務所長

埼玉県警察本部 交通部　交通規制課長

関東支社総合企画部　総合企画課長

関東支社管理事業部　管理事業統括課長

関東支社　高崎管理事務所長

学識経験者 埼玉大学大学院　教授

埼玉ひびきの農業協同組合 組合長

上里町商工会 会　　長

上里西部土地改良区 副理事長

会　　長

副会長

副会長

区長（原一） 地元区長

区長（原二） 地元区長

区長（東宮十八軒四軒家） 地元区長

区長（中・南五明） 地元区長

【協議会事務局】 上里町　総合政策課

別表

委　員

国土交通省

埼玉県

東日本高速道路（株）

上里町区長会





上里スマートＩＣ地区協議会規約 
 
（名称) 
第 1 条  本会は、上里スマートＩＣ地区協議会（以下「協議会」という。）と

称する。 
 
（目的) 
第２条  協議会は、上里スマートＩＣ（以下「スマートＩＣ」という。）の設

置、管理、運営等について、必要な検討、調整等を行うことを目的とする。 
 
（協議会の事業) 
第３条  協議会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。 
（１）スマートＩＣの設置に係る次に掲げる検討、調整等 

   ア スマートＩＣの社会便益に関すること。 
   イ スマートＩＣ及び周辺地区の交通安全に関すること。 
   ウ スマートＩＣの設置に伴う高速道路の利用交通量の変化に関するこ

と。 
   エ スマートＩＣの構造及び整備方法に関すること。 
   オ スマートＩＣの管理、運営等に関すること。 
   カ スマートＩＣの利用促進方策に関すること。 
   キ 広域的検討結果の反映に関すること。 
   ク その他スマートＩＣの設置、管理及び運営に必要な事項に関するこ

と。 
 （２）スマートＩＣの安全かつ円滑な設置及び管理運営の協力 
（３）スマートＩＣの運用開始後の社会便益、安全性、利用交通量、管理、

運営形態、利用促進方策等についての定期的な評価及び必要に応じた見

直し 
（４）その他目的達成に必要な事業 

 
（組織) 
第４条  協議会は、別表に掲げる委員により構成する。 
 
（会長及び職務代理) 
第５条  協議会に会長を置く。 
２ 会長は、上里町長をもって充てる。 
３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
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４ 会長が出席できない時は、会長が指名したものがその職務を代理する。 
 
 
（任期) 
第６条  委員の任期は、協議会が存続する期間とする。 
２ 異動等に伴う委員の変更は、特別な理由がある場合を除き、前任者から引

き継ぐものとする。 
 
（事務局) 
第７条  協議会の事務局は、上里町総合政策課に置く。 
 
（会議） 
第８条  協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。 
２ 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その代理者

を出席させることができる。 
３ 会長が必要と認める場合は、委員の同意を得て、委員以外の出席を求め、

意見を聞くことができる。 
４ 会議は原則非公開とし、協議会の承認を得て会議資料及び会議録を公表す

る。  
 
（経費) 
第９条  協議会の運営に要する費用は、上里町の負担とする。 
 
（その他) 
第１０条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。ただし、軽微な内容のものは、会長が定めることができる。 
 
 附 則 

 この規約は、平成２３年２月７日から施行する。 
  附 則 
 この規約は、平成２７年１０月２０日から施行する。 
 附 則 

 この規約は、令和３年１月１８日から施行する。 
 



役　職 団　体　名 職　　名 備　　考

会　長 上里町 上里町長

関東地方整備局道路部　道路計画第二課長

関東地方整備局　大宮国道事務所長

県土整備部　県土整備政策課　政策幹

県土整備部　本庄県土整備事務所長

埼玉県警察本部 交通部　交通規制課長

関東支社総合企画部　総合企画課長

関東支社管理事業部　管理事業統括課長

関東支社　高崎管理事務所長

学識経験者 埼玉大学大学院　教授

埼玉ひびきの農業協同組合 組合長

上里町商工会 会　　長

上里西部土地改良区 副理事長

会　　長

副会長

副会長

区長（原一） 地元区長

区長（原二） 地元区長

区長（東宮十八軒四軒家） 地元区長

区長（中・南五明） 地元区長

【協議会事務局】 上里町　総合政策課

別表

委　員

国土交通省

埼玉県

東日本高速道路（株）

上里町区長会


